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令和７年度第 11回教育研究評議会議事要旨 

 

日 時  令和８年３月 11日（水） 14時 30分～15時 00分 

場 所  第一会議室（Zoom併用） 

出席者  22名 

長谷山理事長、穴沢学長（議長）、米澤理事・事務局長、江頭副学長、片桐副学長、 

玉井副学長、沼澤副学長、高橋保健管理センター所長、尾形言語センター長、 

大津 CGS教育支援部門長、池田 CGSグローカル教育部門長、田中経済学科長、 

河森企業法学科長、片山一般教育系学科主任、乙政現代商学専攻長、 

猪口アントレプレナーシップ専攻長、中島教授、石川教授、小倉教授、三浦教授、 

赤塚教授、嘉瀬教授 

 

公欠者  ３名 

木村情報総合センター長、林商学科長、西村教授、 

 

陪席者  ４名 

  伊藤監事、柏木監事、近藤監事、布施監事 

 

議事に先立ち、２月 10日開催の令和７年度第 10回教育研究評議会における議事要旨

の確認が行われた。 

 

議題１．国立大学法人北海道国立大学機構経営協議会外部委員について 

 

 長谷山理事長から、国立大学法人北海道国立大学機構経営協議会外部委員について、

審議資料１に基づき提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題２．小樽商科大学学則の一部改正（案）について 

 

 江頭副学長（商学部長）から、小樽商科大学学則の一部改正（案）について、審議資

料２に基づき提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題３．小樽商科大学グローカル戦略推進センターグローカル・コモンズ規程の 

一部改正（案）について 

 

 穴沢学長（グローカル戦略推進センター長）から、小樽商科大学グローカル戦略推進

センターグローカル・コモンズ規程の一部改正（案）について、審議資料３に基づき提

案があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題４．小樽商科大学グローカル戦略推進センターリカレント教育推進室規程の 

一部改正（案）について 

 

 玉井副学長（大学院商学研究科長）から、小樽商科大学グローカル戦略推進センター

リカレント教育推進室規程の一部改正（案）について、審議資料４に基づき提案があり、
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審議の結果、原案どおり承認された。 

 

 

議題５．教員の採用について 

 

 穴沢学長から、審議資料５に基づき、教員の採用について提案があり、審議の結果、

原案どおり承認された。 

 承認後、穴沢学長から、採用手続きを進める旨発言があった。 

 

議題６．特認教授及び特認准教授の称号付与について 

 

 片桐副学長（全学人事委員会委員長）から、特認教授及び特認准教授の称号付与につ

いて、審議資料６に基づき提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題７．アントレプレナーシップ専攻長の選出について 

 

 江頭学長候補者から、アントレプレナーシップ専攻長の選出について、以下のとおり

提案があった。 

 

・猪口純路教授が令和８年度から副学長に就任するため、令和８年３月 31日をもって専

攻長の職を辞任することとなった。 

・これに伴い、３月５日開催のアントレプレナーシップ専攻教授会において、信任投票

により内田純一教授が次期専攻長予定者として選出され、猪口専攻長から推薦を受け

た。 

・教育研究評議会として、次期アントレプレナーシップ専攻長として内田教授を選出す

ることについて審議願う。 

・なお、任期は、現専攻長の残任期間となり、令和８年４月１日～令和 10年３月 31日

までとなる。 

 

 提案後、審議が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題８．保健管理センター所長の選出について 

 

 江頭学長候補者から、保健管理センター所長の選出について、以下のとおり提案があ

った。 

 

・保健管理センター所長 高橋 恭子教授の任期が令和８年３月 31日をもって満了する 

ことに伴い、小樽商科大学保健管理センター規程に基づき、次期所長を選出するもの。 

・この度、保健管理センター運営委員会から高橋教授を再任する旨の推薦があり、３月

５日開催の学部・大学院合同教授会において承認された。 

・私としては、学部・大学院合同教授会の審議結果を踏まえ、高橋教授にお願いしたい。 

・なお、任期は令和８年４月１日～令和 10年３月 31日までの２年間となる。 
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 提案後、審議が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題９．言語センター長の選出について 

 

 江頭学長候補者から、言語センター長の選出について、以下のとおり提案があった。 

 

・言語センター長 尾形 弘人教授の任期が、令和８年３月 31日をもって満了することに

伴い、小樽商科大学言語センター規程に基づき、次期言語センター長を選出するもの。 

・この度、言語センターから羽村貴史教授の推薦があり、３月５日開催の学部・大学院

合同教授会において承認された。 

・私としては、学部・大学院合同教授会の審議結果を踏まえ、羽村教授にお願いしたい。 

・なお、任期は令和８年４月１日～令和 10年３月 31日までの２年間となる。 

 

 提案後、審議が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題 10．情報総合センター長の選出について 

 

 江頭学長候補者から、情報総合センター長の選出について、以下のとおり提案があっ

た。 

 

・情報総合センター長 木村 泰知教授の任期が、令和８年３月 31日をもって満了するこ

とに伴い、小樽商科大学情報総合センター規程に基づき、次期センター長を選出する

もの。 

・この度、私から木村教授を再任する旨を３月５日開催の学部・大学院合同教授会に推

薦し、承認された。 

・私としては、学部・大学院合同教授会の審議結果を踏まえ、木村教授にお願いしたい。 

・なお、任期は令和８年４月１日～令和 10年３月 31日までの２年間となる。 

 

 提案後、審議が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題 11．グローカル戦略推進センター各部門長の選出について 

 

 江頭学長候補者から、グローカル戦略推進センター各部門長の選出について、審議資

料７に基づき提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題 12．学科長・学科主任の選出について 

 

 江頭学長候補者から、学科長・学科主任の選出について、審議資料８に基づき提案が

あり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議題 13．ブルゴス大学（スペイン）との相互理解覚書及び国際交換協定の更新について 

 

 江頭副学長（国際連携本部長）から、ブルゴス大学との相互理解覚書及び国際交換協
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定を更新することについて、審議資料９に基づき提案があり、審議の結果、原案どおり

承認された。 

 

 

○次回開催について                               

 

次回の教育研究評議会は、４月 15日（水）15：00に開催する予定である。 

 

 

以 上 

 


